
 

給付金支給の判定について 

 

 

事故救済制度に関する 給付金判定部会を 概ね月に１ 度、 開催し 、 申請のあっ た案件に

ついて判定を 行う （ 委員名及び部会非公開）。  

 

 

 

 
＜参考＞ 

 

神戸市認知症の人にやさしいまちづくり条例（抜粋） 

第８ 条 市は， 認知症の人及びその家族が安心し て暮ら すこ と ができ る よ う にする た

め， 市長が定める方法によっ て認知症と 診断さ れた者による事故について， 第 12 条

の神戸市認知症の人にやさ し いまち づく り 推進委員会の判定に基づく 給付金の支給

その他必要な施策を 講ずるも のと する。  

 

神戸市認知症の人にやさしいまちづくり推進委員会規則（抜粋） 

第４ 条 委員会は， その定めると こ ろ により ， 部会を 置く こ と ができ る。  

２ ～４  略 

 

神戸市認知症の人にやさしいまちづくり推進委員会運営要綱（抜粋） 

第２ 条 委員会に， 次の部会を 設置する。  

( 1) ～( 3)  略 

( 4)  事故救済制度に関する給付金判定部会   定数 10 名以内 

２  前項の各号に掲げる部会への委任事務は， 別表に掲げると おり と する。  

別 表（ 第２ 条関係）  

部会への委任事務 

１ ～３  略 

４  事故救済制度に関する給付金判定部会 

( 1)  事故救済制度に関する給付金判定等に関するこ と 。  
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